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①平成２７年度臨時福祉給付金（６，０００円）の支給対象者
②平成２９年３月３１日までに６５歳以上になる人
　（昭和２７年４月１日以前に生まれた人）

支　給
対象者

◎ 高齢者向け給付金とは？
　賃金引き上げの恩恵がおよびにくい低年金受給者へ支援することにより、高齢

者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図るため、高齢者向け給付金を支給す

ることになりました。

【支給要件】

支給額 支給対象者１人につき３０，０００円

【申請手続きについて】

給付金の
受取方法

提出された申請書を審査した結果、給付要件を満たして
いる場合は、申請書に記載された、指定口座に入金します。

【問合せ先】役場健康福祉課　臨時福祉給付金担当　住田（電話７２－０３３４）
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町から５月下旬に、給付対象となる可能性のある人（※）に申請関係書類

を送ります。同封の案内文書をよく読んでいただき、申請書に必要事項を

記入後、同封の返信用封筒で申請してください。なお、窓口での申請も受

け付けています。

※給付対象の可能性のある人 ･･･ 平成 27 年度臨時福祉給付金対象者および
　　　　　　　　　　　　　　　 平成 29 年 3 月31日までに 65 歳以上になる人

申 請
方 法

・郵送された申請書
・本人確認書類 （運転免許証、健康保険証の写し）
・昨年度と振込口座が違う場合は、通帳の写し

提 出
書 類

平成２８年 6 月１日（水）～平成２８年８月３１日（水）申 請
期 間

ご注意 原則として、申請期間外の申請や、平成２７年１月１日時点で日野町に住民票のない人
からの申請は受け付けられませんのでご注意ください。

！
「高齢者向け給付金」や「臨時福祉給付金」の

〝振り込め詐欺〟や〝個人情報の詐取〟にご注意ください。

市町村や厚生労働省などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や警察

署（または警察相談専用電話（＃ 9110））にご連絡ください。
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平成28年度日野病院組合職員採用試験について
日野病院で働こう！

日野病院組合では、次の職員（正職員）を募集しています。

職　種 受験資格 採用予定日 募集人数 勤務地

看護師 看護師資格取得者または来春
に看護師免許を取得見込の人 平成 29 年 4 月 1 日 ３人 日野病院

（日野町野田 332）

○試験日など

日　時　９月 14日（水）午後３時から（申込み締切：9月 7日（水）必着）
場　所　日野病院　/　内　容　作文試験および面接試験
○受験手続など詳しくは、日野病院組合事務局総務課（電話 72-0351）までお問い合わせください。

第
39
回
生きいき“ひの”ふれあいまつり

　まちの特産品の即売や作品展示、芸能発表など、日野町の元気を発信する「生きいき〝ひの〟ふれあい

まつり」を、今年も開催します。

　現在、ふれあいまつりに参加いただける団体・個人を募集しています。希望する人はお申し込みください。

【と　　き】　１1 月 19 日（土）・20 日（日）午前 10 時～午後 2 時（予定）

【会　　 場】　役場庁舎前駐車場、町文化センター、町山村開発センター　ほか

【募集団体】　◆農林水産物・特産品などの即売、芸能発表、作品展示を行う団体・個人

　　　　　　 ◆ジゲ自慢コーナーにおいて、活動を希望する自治会、団体

【参加負担金】 　1 団体につき 500 円（テント、白布貸出などは別途）

【申込み期限】　 6 月 30 日（木）

【申   込   先】　生きいき”ひの”ふれあいまつり実行委員会事務局（役場企画政策課 ℡７２－０３３２  担当：松原）

11 月 19 日（土）・20日（日）に開催
参加団体・個人を募集します

知って安心！消費生活のはなし
～こんにちは、消費生活相談員です～

スマートフォンや携帯電話、パソコンに「あなたのために１億円用意しました！急いで手続きを！」「話
し相手になってくれるだけで確実な報酬を約束します」などのメールが届いたことはありませんか？

〝楽してお金がもらえることはありません〟不審なメールに厳重注意 !!

　軽い気持ちでうっかりクリックして、返信すると有料のメールサイトに誘導されます。「1 億円」を受け

取るために指示通りに操作をしても認証失敗などの繰り返しとなり、受け取りの手続きを継続するために

は高額の手数料を請求されます。クレジットカードでの高額決済をしたり、コンビニのギフトカードで手

数料を入金させられたりしますが、決して約束の「1億円」が手に入ることはありません。心当たりのないメー

ルは無視をしましょう。何か不安なことがあればすぐにご相談ください。

▶消費生活相談窓口直通ダイヤル（電話 72‐0336）※役場産業振興課内

▶土日は、鳥取県消費生活センターへ（電話 0859-34-2648）

※困ったなと思ったら、あきらめずに日野町消費生活相談窓口へ
（解決困難事案は法律相談会への紹介も行います）


